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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電動ケーブルリールの停止信号により、巻上装置によるクレーンの巻き下げ動作のみを
禁止し、電動ケーブルリールの停止時でもクレーンの巻き上げを可能とする制御手段を備
えたことを特徴とするクレーン吊具給電用電動ケーブルリールの制御装置。
【請求項２】
　電動ケーブルリールの停止信号により、巻上装置によるクレーンの巻き下げ動作のみを
禁止し、電動ケーブルリールの停止時でもクレーンの巻き上げを可能としたことを特徴と
するクレーン吊具給電用電動ケーブルリールの制御方法。
【請求項３】
　クレーンの巻き下げ動作禁止の解除を、吊具の着床信号、吊具給電線の取り外し信号、
メンテナンス状態にある外部信号のいずれかとしたことを特徴とする請求項２記載のクレ
ーン吊具給電用電動ケーブルリールの制御方法。
【請求項４】
　クレーンが停止した後の吊具の残留振れが収まった後に電動ケーブルリールの運転を停
止するようにしたことを特徴とする請求項２又は３記載のクレーン吊具給電用電動ケーブ
ルリールの制御方法。
【請求項５】
　電動ケーブルリールの運転を停止する前に、電動ケーブルリールを少し巻き下げて給電
ケーブルを少し弛ませた後に電動ケーブルリールの動作を停止するようにしたことを特徴
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とする請求項２、３又は４記載のクレーン吊具給電用電動ケーブルリールの制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クレーン吊具給電用電動ケーブルリールの制御装置及び制御方法に関し、特
に、クレーンの運転中に発生する吊具の振れ、或いは電動ケーブルリールの停止中に誤っ
て吊具の巻き下げ動作を行った場合でも、吊具の支持力が給電ケーブルにかかることを防
止して、給電ケーブルと電動ケーブルリールの損傷を防止するようにしたクレーン吊具給
電用電動ケーブルリールの制御装置及び制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特に限定されるものではないが、例えば、天井走行用クレーンにおいて、ガーダ
上を横行するように配設したクラブに、ワイヤーロープの巻上装置と、吊具に電源を給電
するようにした給電ケーブルを電動にて巻き取り或いは巻き戻しをする（巻き取りトルク
を発生する）ようにした電動ケーブルリールとを配設し、ワイヤーロープにより吊垂支持
した吊具を、該ワイヤーロープの巻き取り、巻き戻し動作にて昇降させるとともに、該ワ
イヤーロープの巻き取り、巻き戻しによる吊具の昇降動作に追従して電動ケーブルリール
を正転或いは逆転方向に回転させて給電ケーブルに必要以上の張力を加えることなく、給
電ケーブルを巻き取り或いは巻き戻しを行うように構成している（例えば、特許文献１及
び２参照。）。
　そして、ワイヤーロープにより吊り下げられた吊具にかかる荷重のすべては、該ワイヤ
ーロープにより支持されるようになるが、給電ケーブルには、吊具の支持力が加わらない
ように、かつ給電ケーブルの重量のみを支持する程度の弱い力で、電動ケーブルリールに
巻き取られるようにして支持される構成となっており、電動ケーブルリールの停止中は、
電動ケーブルリールに付設のブレーキ装置で電動ケーブルリールを保持し、給電ケーブル
の妄りな巻き戻しによる落下を防止する機構を備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平７－１２５９８９号公報
【特許文献２】特開２００５－２７２０２３号公報
【０００４】
　ところで、クレーンの運転中は、ガーダ、クラブ等の走行動作にてワイヤーロープにて
吊り下げられた吊具は、常に振れている状態で動作しており、さらにはクレーンの停止後
も暫くは運転中の振れが残留して吊具が振れている状態である。このため、クレーン停止
と同時に電動ケーブルリールを切にして完全に停止させると、この残留振れにより吊具の
支持力が給電ケーブルにかかるようになり、給電ケーブルが切断したり或いは電動ケーブ
ルリールを損傷させるという問題があった。
　また、電動ケーブルリールの停止中にブレーキ装置で給電ケーブルの落下を保持するよ
うに構成した電動ケーブルリールにおいては、電動ケーブルリールの停止中に誤って吊具
の巻き下げ動作を行ったり、吊具の振れが発生すると、吊具の支持力がワイヤーロープか
ら給電ケーブルに移動し、給電ケーブルや電動ケーブルリールを損傷させるという問題が
あった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記従来のクレーン吊具給電用電動ケーブルリールの有する問題点に鑑み、
電動ケーブルリールの停止中に、吊具の振れや巻き下げ動作等により吊具の支持力が給電
ケーブルにかかることを未然に防ぐことにより、給電ケーブルと電動ケーブルリールの損
傷を防止するようにしたクレーン吊具給電用電動ケーブルリールの制御装置及び制御方法
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を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明のクレーン吊具給電用電動ケーブルリールの制御装置
は、電動ケーブルリールの停止信号により、巻上装置によるクレーンの巻き下げ動作のみ
を禁止し、電動ケーブルリールの停止時でもクレーンの巻き上げを可能とする制御手段を
備えたことを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明のクレーン吊具給電用電動ケーブルリールの制御方法は、電動ケーブルリ
ールの停止信号により、巻上装置によるクレーンの巻き下げ動作のみを禁止し、電動ケー
ブルリールの停止時でもクレーンの巻き上げを可能とすることを特徴とする。
【０００８】
　この場合において、クレーンの巻き下げ動作禁止の解除を、吊具の着床信号、吊具給電
線の取り外し信号、メンテナンス状態にある外部信号のいずれかとすることができる。
【０００９】
　また、クレーンが停止した後の吊具の残留振れが収まった後に電動ケーブルリールの運
転を停止するようにすることができる。
【００１０】
　また、電動ケーブルリールの運転を停止する前に、電動ケーブルリールを少し巻き下げ
て給電ケーブルを少し弛ませた後に電動ケーブルリールの動作を停止するようにすること
ができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のクレーン吊具給電用電動ケーブルリールの制御装置及び制御方法によれば、電
動ケーブルリールの停止信号により、巻上装置によるクレーンの巻き下げ動作のみを禁止
し、電動ケーブルリールの停止時でもクレーンの巻き上げを可能とすることにより、簡単
な方法で吊具の振れ等により吊具の支持力が給電ケーブルにかかることを未然に防ぎ、給
電ケーブル及び電動ケーブルリールの損傷を確実に防止することができ、また、電動ケー
ブルリールの故障時のクレーン待避動作を容易とすることができる。
【００１２】
　また、クレーンの巻き下げ動作禁止の解除を、吊具の着床信号、吊具給電線の取り外し
信号、メンテナンス状態にある外部信号のいずれかとすることにより、ワイヤーロープや
吊具の交換等のメンテナンス作業を電動ケーブルリールを停止して容易に行うことができ
る。
【００１３】
　また、クレーンが停止した後の吊具の残留振れが収まった後に電動ケーブルリールの運
転を停止することにより、残留振れによる吊具の支持力が給電ケーブルや電動ケーブルリ
ールに負荷としてかからず、その損傷を未然に防止することができる。
【００１４】
　また、電動ケーブルリールの運転を停止する前に、電動ケーブルリールを少し巻き下げ
て給電ケーブルを少し弛ませた後に電動ケーブルリールの動作を停止することにより、電
動ケーブルリール停止中の給電ケーブルの引っ張りをなくし、給電ケーブルの負担を軽く
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明のクレーン吊具給電用電動ケーブルリールの制御装置及び制御方法の実施
の形態を、図面に基づいて説明する。
【実施例１】
【００１６】
　図１～図２に、本発明のクレーン吊具給電用電動ケーブルリールの制御装置及び制御方
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法の一実施例を示す。
　クレーン、特に限定されるものではないが、例えば、天井走行クレーンＣにおいては、
ガーダＧ上にクラブＲを横行可能に配設し、該クラブＲに吊具を吊垂支持して昇降させる
ワイヤーロープＷの巻上装置Ｄと、吊具Ｔのバケット等の開閉動作を行う電源を給電する
ようにした給電ケーブルＫを電動機にて巻き取り或いは巻き戻しをするようにした電動ケ
ーブルリールＢとを配設して構成する。
【００１７】
　吊具Ｔは、特に限定されるものではないが、作業内容に応じてバケット、リフティング
マグネットを選択し、巻上装置ＤによるワイヤーロープＷの巻き取り（巻き上げ）と巻き
戻し（巻き下げ）とにて昇降するようにして吊垂支持するとともに、電動ケーブルリール
Ｂにて巻き取られている給電ケーブルＫを介して、吊具Ｔのバケットの開閉動作やリフテ
ィングマグネットによる吸着動作等を行うのに必要な電源を供給するようにする。
【００１８】
　電動ケーブルリールＢは、電動機及びブレーキ装置を付設し、該電動機の駆動にて給電
ケーブルＫの巻き取りを行うとともに、電動機の停止時妄りに巻き戻されないようブレー
キ装置を作用させて電動ケーブルリールの動作を停止するようにする。
　これにより、巻上装置ＤによるワイヤーロープＷの巻き上げ、巻き下げ動作に追従して
給電ケーブルＫに必要以上の張力を与えることなく、給電ケーブルＫの巻き取り或いは巻
き戻しを行うように構成する。
【００１９】
　次に、本発明のクレーン吊具給電用電動ケーブルリールの制御装置及び制御方法の作用
について説明する。
　天井走行クレーンＣの運転中は、ガーダＧの走行或いはクラブＲの横行動作によりワイ
ヤーロープＷにて吊垂支持されている吊具Ｔは振れている状態で動作している。そしてこ
の天井走行クレーンＣが停止しても吊具Ｔは、クレーン運転中の振れが残留して暫くの間
は振れている。
【００２０】
　このため、クレーン停止と同時に電動ケーブルリールの動作を停止する。すなわち、ブ
レーキ装置を動作して電動ケーブルリールＢを完全に停止させると、この吊具の残留振れ
により吊具Ｔにかかる荷重の一部（吊具の支持力）が給電ケーブルにかかるものとなり、
給電ケーブルが破断したり、給電ケーブルを巻き取る電動ケーブルリールが損傷したりす
ることがある。
　これを防止するためには、吊具の残留振れによる吊具の支持力が給電ケーブルや電動ケ
ーブルリールに負荷としてかからないようにする必要がある。本発明では、電動ケーブル
リールの停止状態をセンサーにて検知し、この停止信号を巻上装置Ｄに受けることにより
、クレーン運転における吊具の巻き下げ動作のみを禁止し、吊具の巻き上げを可能とする
ようにし、かつ電動ケーブルリールの動作を停止にしないように、すなわち、ブレーキに
よる完全停止を行わないようにする。
【００２１】
　なお、電動ケーブルリールＢをブレーキ装置を作用させて完全に停止させる場合は、給
電ケーブルを巻き取るようにしたケーブルリール軸の回転を回転検出器等にて検出し、軸
回転数が予め設定した回転数以下になったとき、或いは停止したときに電動ケーブルリー
ルＢにブレーキ装置を作用させて完全に停止させるようにする。これにより、クレーン停
止後、吊具の残留振れに応じて給電ケーブルが巻き取られるように引張力が発生しても、
電動ケーブルリールＢは完全停止することがないので、吊具の支持力が直接給電ケーブル
や電動ケーブルリールにかかるのを防止することができる。
【００２２】
　また、クレーン停止後、吊具の残留振れがなくなる時間を予め定め（この時間は、特に
限定されるものではないが、例えば、数分、より具体的には、３分程度に設定することが
好ましい。）、この設定時間経過をタイマー等にて検出して電動ケーブルリールの動作を
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停止に、すなわち、ブレーキ装置を作用させて完全に停止させるようにする。これにより
、クレーン停止後もある一定時間、給電ケーブルの巻き取り、巻き戻しが可能となるので
吊具の支持力が直接給電ケーブルや電動ケーブルリールにかかるのを防止することができ
る。
　この場合、さらにより確実に吊具の残留振れがないことを検出するためには、電動ケー
ブルリールの軸回転と時間検出の両方により、吊具の残留振れが吸収したと判断し、電動
ケーブルリールを停止させるようにする。
【００２３】
　上述のように、電動ケーブルリールが停止した場合、この電動ケーブルリールの停止状
態をセンサー等にて検知し、この停止信号を、ワイヤーロープＷの巻上装置Ｄに与えるよ
うにし、該電動ケーブルリール停止信号にてワイヤーロープＷの巻き下げをしないよう、
前記巻上装置Ｄの巻下動作を停止するようにすることにより、吊具により給電ケーブルが
引っ張られるのを防止することができる。
　この場合、電動ケーブルリールの停止信号を受けても巻上装置Ｄの巻き上げを可能とし
ておくことにより、例えば、電動ケーブルリールの故障により電動ケーブルリールが停止
しているときもクレーンの巻き上げは可能となる。
　これにより、給電ケーブルは弛んだ状態となるが、クレーンの巻き上げが可能となるの
で、クレーンの巻き上げを行い、横行／走行を行うことにより、クレーンの待避動作が可
能となる。
　この巻き下げの禁止信号の解除方法としては、吊具の着床信号、吊具の給電線の取り外
し信号、外部からのメンテナンス中の信号等を採用でき、このいずれかによって解除する
ことにより、吊具の取り替え時等、メンテナンス作業を容易とすることができる。
【００２４】
　また、電動ケーブルリール停止中の給電ケーブルの引っ張りをなくし、給電ケーブルの
負担を軽くすると同時に隣接クレーンの衝突や地震等により、電動ケーブルリール停止中
に吊具に振れが生じ、給電ケーブルに吊具支持がかかることを防止するために、電動ケー
ブルリール停止を行う前に電動ケーブルリールを少し巻き下げて給電ケーブルを少し弛ま
せてから電動ケーブルリールを停止させるようにする。これにより、給電ケーブルと電動
ケーブルリールの損傷を防止することができる。
【００２５】
　以上、本発明のクレーン吊具給電用電動ケーブルリールの制御装置及び制御方法につい
て、実施例に基づいて説明したが、本発明は上記実施例に記載した構成に限定されるもの
ではなく、その趣旨を逸脱しない範囲において適宜その構成を変更することができるもの
である。
【産業上の利用可能性】
【００２６】
　本発明のクレーン吊具給電用電動ケーブルリールの制御装置及び制御方法は、クレーン
の運転中に発生する吊具の振れ、或いは電動ケーブルリールの停止中に誤って吊具の巻き
下げ動作を行った場合でも、吊具の支持力が給電ケーブルにかかることを防止して、給電
ケーブルと電動ケーブルリールの損傷を防止するという特性を有していることから、バケ
ットクレーンの用途に好適に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明のクレーン吊具給電用電動ケーブルリールの制御装置及び制御方法の一実
施例を示す説明図である。
【図２】天井走行用クレーン全形の概略説明図である。
【符号の説明】
【００２８】
　Ｂ　電動ケーブルリール
　Ｃ　天井走行クレーン
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　Ｄ　巻上装置
　Ｇ　ガーダ
　Ｋ　給電ケーブル
　Ｒ　クラブ
　Ｔ　吊具
　Ｗ　ワイヤーロープ

【図１】 【図２】
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